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平成２７年度

第４回大分県教育委員会

【議 事】

（１）議 案

第１号議案 平成２７年第１回臨時県議会議案に対する教育委員会の

意見について

第２号議案 平成２７年度大分県教科用図書選定審議会委員の任命

について

（２）報 告

①平成２８年度（平成２７年度実施）教員採用試験実施要項について

②平成２７年度県立高等学校入学者選抜結果について

③平成２７年３月高等学校新規卒業者の就職状況の推移について

④平成２７年度県立特別支援学校高等部・専攻科入学者選考結果

について

⑤平成２６年度特別支援学校高等部卒業者の一般就労率について

⑥文化財の汚損とその対応について

（３）協 議

①埋蔵文化財センターの今後のあり方について

（４）その他
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【内 容】

１ 出席者

委 員 委員長 松 田 順 子

委員長職務代理者 首 藤 照 美

委員 林 浩 昭

委員 岩 崎 哲 朗

委員 高 橋 幹 雄

教育長 野 中 信 孝

欠席委員なし

事務局 教育次長 宮 迫 敏 郎

教育次長 落 合 弘

教育次長 大 城 久 武

参事監兼高校教育課長 岩 武 茂 代

教育改革・企画課長 能 見 駿一郎

教育人事課長 藤 本 哲 弘

教育財務課財務企画監 渡 邉 則 明

福利課長 姫 野 浩 之

義務教育課長 後 藤 榮 一

生徒指導推進室長 江 藤 義

特別支援教育課長 後 藤 みゆき

社会教育課長 曽根﨑 靖

人権・同和教育課長 甲 斐 順 治

文化課長 野 尻 明 敬

体育保健課長 蓑 田 智 通

教育改革・企画課主幹 伊 藤 功 二

教育改革・企画課主査 石 丸 一 輝

２ 傍聴人 １２ 名
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開会・点呼

（松田委員長）

それでは、委員の出席確認をいたします。

本日は、全委員が出席です。

ただいまから平成２７年度 第４回教育委員会会議を開きます。

署名委員指名

（松田委員長）

本日の会議録の署名委員でございますが、岩崎委員にお願いしたいと

思います。

会期の決定

（松田委員長）

本日の教育委員会会議はお手元の次第のとおりであります。

会議の終了は１５時１５分を予定しています。

よろしくお願いします。

議 事

（松田委員長）

はじめに、会議は原則として公開することとなっておりますが、会議

を公開しないことについてお諮りします。

第２号議案については、人事に関する案件ですので、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第２条第２項に基

づき、改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１３条第６

項ただし書の規定により、これを公開しないことについて、委員の皆さ

んにお諮りいたします。
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公開しないことに賛成の委員は挙手をお願いします。

（採 決）

それでは、第２号議案については、非公開といたします。

本日の議事進行は、はじめに公開による議事を行い、次に非公開によ

る議事を行います。

【議 案】

第１号議案 平成２７年第１回臨時県議会議案に対する教育委員会の意見に

ついて

（松田委員長）

それでは、第１号議案「平成２７年第１回臨時県議会議案に対する教

育委員会の意見について」提案を求めます。

（野中教育長）

第１号議案「平成２７年第１回臨時県議会議案に対する教育委員会の

意見について」説明いたします。議案書３ページをお開きください。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、

知事から５月１４日に開会する平成２７年第１回臨時県議会に提出予定

の議案のうち、教育委員会関係分として、中ほどの議案名にある「平成

２６年度大分県一般会計補正予算（第６号）関係部分」につきまして、

教育委員会の意見を求められました。これに対し、２ページにあります

案のとおり異議がない旨を回答したいので、提案いたします。

議案の内容等につきましては、担当課長が説明いたしますので、ご審

議の程、よろしくお願いいたします。

（藤本教育人事課長）

平成２６年度一般会計補正予算（第６号）につきまして、教育委員会

所管分を説明いたします。

議案書９ページから１０ページに記載しております第１０款教育費の

補正は、教職員等教育関係者の平成２６年度の退職手当が確定したこと

によるものです。

詳細につきましては、１２ページをご覧ください。この表は、平成２

６年度の退職手当の状況をまとめたものです。今回確定した退職者数の
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内訳は、右から２番目の列の「所要額（Ｂ）」欄の「人数」の一番下「合

計」の欄にありますとおり、定年退職２１７人、勧奨退職１２２人、自

己都合による退職３８人、合計３７７人となっています。これは、当初

の見込みを１人下回ることになります。

これにより、今回の補正額は、一番右側の列の「補正額（Ｂ）－（Ａ）」

の「合計」欄にありますとおり、３億１，３４９万７千円の減額となり

ます。

ご審議の程、よろしくお願いいたします。

（松田委員長）

ただ今、提案のありました議案について、審議を行います。質疑・意

見等のある方はお願いします。

（林委員）

既決予算額よりも定年退職者の人数が減っていますが、定年退職者の

人数はあらかじめ分かるのではないのですか。

（藤本教育人事課長）

定年退職で見込んでいた教職員のうち早期退職者の分だけ人数が少な

くなっています。

（岩崎委員）

退職者の合計数が既決予算とほぼ同数になっているのは、早期退職者

の分だけ定年退職者が減った結果、たまたま近い数字になったというこ

とでしょうか。

（藤本教育人事課長）

はい、そうです。

（松田委員長）

他にございませんか。

（松田委員長）

では、ただ今、提案のありました第１号議案の承認について、お諮り

いたします。第１号議案について、承認される委員は挙手をお願いしま

す。

（採 決）

（松田委員長）
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第１号議案については、提案どおり承認します。

【報 告】

①平成２８年度（平成２７年度実施）教員採用試験実施要項について

（松田委員長）

それでは、報告第１号「平成２８年度（平成２７年度実施）教員採用

試験実施要項について」報告をしてください。

（藤本教育人事課長）

報告第１号「平成２８年度（平成２７年度実施）教員採用試験実施要

項について」報告いたします。

お手元に配布していますとおり、４月に２度教育委員会会議で協議し

ていただいた平成２８年度大分県公立学校教員採用選考試験の実施要項

がまとまりました。５月７日に教育委員会のホームページで公表すると

ともに、同日午後に報道発表、翌８日午後から配布を行っています。今

年度の出願から導入する電子申請についても、動作テストを終え、出願

受付の準備を終えています。

この要項はお手元の募集案内とともに、県内外での受験希望者を対象

とする説明会で資料として配布し、試験内容の周知を図るとともに受験

者数の確保につなげていきたいと考えています。

（松田委員長）

何かご質問・ご意見等はありませんか。

（林委員）

今年度の変更点として、小学校での英語実技の実施や模擬授業の実施

方法などがありますが、公表後、変更点に関する反応はどうでしょうか。

（藤本教育人事課長）

変更点への関心は高く、説明会でも質問が多く寄せられています。概

要は理解していただいていると思いますが、具体的な試験実施の内容等

についての質問については、お答えできない場合もあります。

（林委員）

変更点が受験者の負担となって、受験者数の減につながらないか懸念

されるところですが、その点は大丈夫でしょうか。
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（藤本教育人事課長）

説明会への参加者数は昨年度と比べて増加傾向にあります。受験を考

えている参加者は目的意識も高く、今回の変更についても概ね前向きに

とらえているように感じられます。

②平成２７年度県立高等学校入学者選抜結果について

（松田委員長）

それでは、報告第２号「平成２７年度県立高等学校入学者選抜結果に

ついて」報告をしてください。

（岩武参事監兼高校教育課長）

報告第２号「平成２７年度県立高等学校入学者選抜結果について」報

告いたします。資料１ページ「全日制」の表をご覧ください。

平成２７年度の全体の入学定員は７,７６０人でした。２月９・１０

日に実施した推薦入試・連携型入試では、

推薦Ａの募集１３０人以内に対し、受験者１５７人、合格者１１１人、

推薦Ｂの募集９７９人以内に対し、受験者１，１０２人、合格者８３２

人、連携型の募集２００人以内に対し、受験者１４８人、合格者１４７

人でした。

次に、３月１０・１１日に実施した一次入試は、募集人員６,５４１

人に対し、受験者７,００３人、合格者６,２２７人でした。

さらに、３月１９日に実施した二次入試では、募集人員３２７人に対

し、受験者１２７人、合格者１０７人でした。

最終合格者数は７,５４０人であり、合格者数が入学定員に満たない

欠員の人数は２２０人、学校数は１７校でした。

次に「定時制」の表をご覧ください。推薦入試は推薦Ｂと爽風館特別

入試で実施し、あわせて募集人員１２２人に対し、受験者１０９人、合

格者７９人でした。一次入試は募集人員３１７人に対し、受験者９７人、

合格者７１人、二次入試は募集人員２４６人に対し、受験者３０人、合

格者１８人、最終合格者数は１６８人でした。

資料２ページ「平成２７年度大分県立高等学校第一次入学者選抜学力

検査結果」の「学力検査点の状況」の表をご覧ください。各教科の平均

点、最高点、最低点を国語、社会、数学、理科、英語の順に示していま

す。今回から以前の５０点満点から６０点満点に変わっています。

平成２７年度の結果は全体の平均点が１４３．７点、最高点２８７点、

最低点７点になっております。また、参考として、下の欄に過去４年分

の合計平均点を示しています。

次に、資料３ページをご覧ください。学力検査合計点の分布状況につ
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きましては、正規分布に近い分布を示しています。出題は、各教科の目

標に即して適切となるように努めており、特に今回から、検査時間・配

点を変更して、基礎的・基本的な学習の成果をみるとともに、思考力・

判断力・表現力等の学力が十分に測られるよう、問題を工夫しています。

（松田委員長）

何かご質問・ご意見等はありませんか。

（首藤職務代理者）

資料２ページの「教科別学力検査点の分布状況」を見ると、英語につ

いては１点から９点までの人数が９８２人と多いように思いますが、ど

う捉えていますか。

（岩武参事監兼高校教育課長）

英語の得点が１０点未満の受験者が多いという点は、例年の傾向です。

平均点についても、他の教科と比べて低くなっており、英語の単語力等

の基礎的な力の定着を図る必要があるのではないかと感じています。

今年度からグローバル人材育成推進班ができましたので、小・中・高

を通した英語教育に力を注いでいきたいと思っています。

（首藤職務代理者）

英語の問題を見たときに、例年よりも思考力を問う問題が増えたよう

に感じましたが、全体的に難しい問題だったとは思いませんでしたので、

平均点が高くなるのではないかと感じました。しかし、結果を見て、残

念に思います。義務教育段階でも、英語教育に力を入れてほしいと思い

ます。

（後藤義務教育課長）

本県の英語については、様々な課題があると思いますし、また、国も

英語に力を入れています。単なる知識の詰め込みではなく、思考力・判

断力・表現力を育成するほか、４技能のバランスを意識した授業ができ

ないと、伸びていかないのではないかと思いますので、バランスのよい

英語力が身につくよう授業改善を進めていきたいと思います。

（松田委員長）

小・中・高それぞれの英語教育がどうあるべきなのか、内容を把握し、

確認しあうことが大事だと思います。

（林委員）

学力定着状況調査の英語では、本県はどのような状況なのでしょうか。
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（後藤義務教育課長）

基礎・基本問題の偏差値は５０以上あり、全国平均のレベルは超えた

と考えています。

（林委員）

今回の結果から、課題が見えてきたのではありませんか。

（後藤義務教育課長）

基礎・基本については十分だと考えていますが、思考力・判断力・表

現力については、まだ弱いところがあると感じています。高校入試の内

容の変化に伴って、授業も変わっていく必要があると思います。

（首藤職務代理者）

今回、全教科の問題を見ましたが、思考力・判断力・表現力をバラン

スよく見ることのできる、いい問題だったと思います。これを機に、こ

のような問題に対応できる授業改善に取り組んでいただきたいと思いま

す。

③平成２７年３月高等学校新規卒業者の就職状況の推移について

（松田委員長）

それでは、報告第３号「平成２７年３月高等学校新規卒業者の就職状

況の推移について」報告をしてください。

（岩武参事監兼高校教育課長）

報告第３号「平成２７年３月高等学校新規卒業者の就職状況の推移に

ついて」報告いたします。

３月末の就職内定状況は９９．１％となっており、昨年度と比べて、

０．１ポイントの上昇となっています。また、未内定者数は２４人で、

昨年度より１名減となっています。

資料にあります「教育委員会の対応」をご覧ください。生徒の就職支

援として、①から④にある取組を行っています。このうち、①から③に

ついては、商工労働部、大分労働局と連携して取り組んでいるものです。

また、就職未内定者については、各学校に設置している卒業生相談窓口

等を活用して、引き続き就職支援を行います。今年度も、学校訪問を行

いながら、生徒一人一人の進路希望の実現に向けて取り組んでまいりま

す。

（松田委員長）
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何かご質問・ご意見等はありませんか。

（高橋委員）

他県の状況はどうなっていますか。他県と比べて大分県の就職率は高

いのでしょうか。

（岩武参事監兼高校教育課長）

他県の状況は、５月下旬頃に発表されますので、分かり次第、報告い

たします。

（高橋委員）

就職内定者は、おおよそ何月ぐらいまでに内定が決まるのでしょうか。

（岩武参事監兼高校教育課長）

月別に内定状況を見ていくと、９月末が５０．４％、１０月末が７９．

６％、１１月末が８６．７％となっており、９月、１０月の２ヶ月でほ

ぼ８割が決まっています。その後、徐々に増えていき３月末で９９．１

％となりますので、９月と１０月の２ヶ月がピークだと考えています。

（高橋委員）

離職率のデータもあると思いますので、これからはそれも併せて報告

していただきたいと思います。

（岩武参事監兼高校教育課長）

はい、分かりました。

（松田委員長）

高校の進路指導の先生方は企業訪問を熱心に行っておられますので、

そこで得られた企業とのつながりが高い就職率に表れていると思いま

す。

（岩崎委員）

昨年度の未内定者は、どのような状況ですか。

（岩武参事監兼高校教育課長）

各学校に設置している卒業生相談窓口等を通じて、卒業後も継続した

支援を行っています。そういった生徒についても、引き続き追跡調査を

行いたいと考えています。

④平成２７年度県立特別支援学校高等部・専攻科入学者選考結果について
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（松田委員長）

それでは、報告第４号「平成２７年度県立特別支援学校高等部・専攻

科入学者選考結果について」報告をしてください。

（後藤特別支援教育課長）

報告第４号「平成２７年度県立特別支援学校高等部・専攻科入学者選

考結果について」報告いたします。

特別支援学校の入学者選考では、法令に定める障がいの程度であるこ

とを志願条件としており、この条件を満たす生徒は合格とすることを基

本としています。

資料１ページをご覧ください。前年度３月にそれぞれの特別支援学校

で前期・後期の選考試験を実施し、１６校全体で２１９名の生徒が合格

しました。

資料２ページをご覧ください。障がい種別の選考状況を見ますと、学

校番号６から１６までの知的障がい校の志願者・合格者が多く、１１校

全体で１８０名、これは全体の８割強となっています。中でも、学校番

号１１の新生支援学校、同じく１２の大分支援学校の大分市内２校の志

願者・合格者が、他校に比べて多い状況です。

資料３ページをご覧ください。本年度の入学者は、盲学校・聾学校の

専攻科を除くと２１１名で過去最多となりました。１０年前の平成１８

年と比べると、この１０年間で入学者は１．６倍に増加しています。下

段の表をご覧ください。知的障がい校の入学者も、過去最多の１８０名

となっており、その内訳は、中学校の特別支援学級から入学した生徒が

昨年度より３０名増という、過去１０年間にはなかった動きが特徴です。

また、特別支援学校中学部からの進学生徒、これは校内進学組ですが、

これも過去にない多さです。

このように、知的障がい児をはじめとして、障がいのある生徒の義務

教育終了後の教育の場として、特別支援学校高等部を選択する生徒、保

護者が増加しています。これは、一人一人の障がいの状態に応じたきめ

細かな教育を行うことへの期待が高まっているためと考えています。

今後も生徒、保護者の期待に応えるように、各学校での教育の充実に

努めてまいりたいと考えています。

（松田委員長）

何かご質問・ご意見等はありませんか。

（松田委員長）

入学希望者が増えた要因として、特別支援教育の内容を保護者等が理

解したことが大きいのではないかと思います。丁寧に、一人一人の障が
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いに応じたきめ細やかな対応をしてもらえるという理由で、特別支援学

校を就学先に選ぶ保護者が多くなっているのだと思います。

（林委員）

発達障がいのある子どもたちには、どのような進学先があるのでしょ

うか。

（後藤特別支援教育課長）

知的発達の遅れがある方は特別支援学校での受け入れが可能ですが、

ない方の場合は特別支援学校を選択するかどうかの判断が難しくなって

います。法令に定められた障がいの程度に該当しない場合は入学ができ

ませんので、その場合は高等学校や専門学校等に進学しているとお聞き

しています。

⑤平成２６年度特別支援学校高等部卒業者の一般就労率について

（松田委員長）

それでは、報告第５号「平成２６年度特別支援学校高等部卒業者の一

般就労率について」報告をしてください。

（後藤特別支援教育課長）

「平成２６年度特別支援学校高等部卒業者の一般就労率について」報

告いたします。資料１ページをご覧ください。

特別支援学校の卒業者は、高等部１５４名、専攻科８名の計１６２名

です。一昨年度は６名の進路未決定者がいましたが、昨年度は４月まで

に卒業者全員の進路が決定しました。

一般就労の定義は、一般の事業所へ就職すること及び就労継続支援Ａ

型事業所へ就労することとされています。就労継続支援Ａ型事業所とは、

雇用契約に基づく就労機会を提供するとともに、知識および能力の向上

のために必要な訓練などを行う福祉サービスのことです。

平成２６年度の卒業者のうち一般就労した者は４８名でした。一般就

労率は２９．６％です。知的障がい特別支援学校の卒業者は１３４名で、

うち一般就労した者は３９名でした。一般就労率は２９．１％となりま

す。就労先としては、サービス系の業種が多く、とくに医療・福祉分野

への就職者数が増えています。就職先で従事する仕事も清掃や商品陳列

といったサービス系の職種が多くなっています。また、昨年度は取得し

た資格を生かして、県内で初となるヘルスキーパーとしての就職を決め

た卒業生がいました。

資料２ページをご覧ください。知的障がい特別支援学校における一般

就労率は、４年連続で上昇しています。昨年度からは２％上昇、４年前
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からは１５％上昇しています。新大分県総合教育計画での目標値である

２６％（平成２７年度）を達成するとともに、全国の平均値にも近づき

つつあります。

知的障がい特別支援学校における一般就労率向上の要因は、平成２３

年度より実施している就労支援事業の効果ではないかと考えています。

中でも、知的障がい特別支援学校１１校に配置した６名の就労支援アド

バイザーの活動や学校・地域の枠を越えた連携による成果が大きかった

のではないかと分析しています。今後は、エリア別情報交換会等の活用

による学校間及び担当者間のネットワークの強化をさらに推し進め、一

般就労率の維持と着実な向上、定着支援に努めていきたいと考えていま

す。

（松田委員長）

何かご質問・ご意見等はありませんか。

（首藤職務代理者）

説明にあった就労継続支援Ａ型事業所というのは、例えば、どのよう

なところですか。

（後藤特別支援教育課長）

雇用契約に基づいて就労しますが、人との接し方等の必要な訓練も実

施してくれる職場です。

（首藤職務代理者）

それは県が指定をするのですか。それとも、事業所側が手を挙げるの

ですか。

（後藤特別支援教育課長）

事業所側が名乗りを挙げるという形になります。

（高橋委員）

資料の中に「専門的・技術的職業」とありますが、どういった仕事に

就いているのですか。

（後藤特別支援教育課長）

あん摩のような国家資格を生かした就労となっています。

（高橋委員）

センスを生かして芸術家になるような方は出てきていませんか。
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（後藤特別支援教育課長）

過去はいましたが、最近はいないようです。

（松田委員長）

別府には竹工芸の指導をする施設がありますが、卒業後にそういった

ところへ行って芸術的なことを学ぶということも考えられるのでないで

しょうか。

⑥文化財の汚損とその対応について

（松田委員長）

それでは、報告第６号「文化財の汚損とその対応について」報告をし

てください。

（野尻文化課長）

報告第６号「文化財の汚損とその対応について」報告いたします。

今年の２月から、奈良や京都など、油のような液体による建造物や仏

像の汚損が相次いで確認されました。４月８日には文化庁から、所有者

への注意喚起、連絡体制の構築等についての通知文が出され、それを受

けて、県教育委員会から市町村教育委員会へ防犯体制の徹底について通

知を行いました。

そのような状況の中、４月２６日に宇佐神宮の境内にある亀山神社の

賽銭箱とその奥にある社殿の扉の汚れが発見されました。警察が現場調

査を実施しましたが、現在のところ、汚損がなされた時期は不明で、汚

損物質は、現在解析中とのことです。

亀山神社は、江戸時代前期の１６８２年に建立され、昭和１５年に改

築されて、現在の場所、上宮に入る参道手前の左手に移転されました。

文化財としましては、国指定史跡宇佐神宮境内の構成要素の建造物の一

つです。

この事態を受け、４月２７日に市町村教育委員会へ防犯体制の徹底つ

いて、再度通知を行いました。さらに、文化庁から４月３０日に、警察

との連携等について通知があり、県教育委員会から市町村教育委員会へ

同日付で通知を行ったところです。

今後も文化財の防犯体制の確立に向けて、市町村教育委員会や所有者

等へ周知徹底を図っていきたいと考えています。

（松田委員長）

何かご質問・ご意見等はありませんか。

ないようですので、次の議事に移ります。
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【協 議】

①埋蔵文化財センターの今後のあり方について

（松田委員長）

それでは、協議の①「埋蔵文化財センターの今後のあり方について」

協議を行います。

（野尻文化課長）

〈説明概要〉

・埋蔵文化財センターあり方検討会の概要

・埋蔵文化財センターの現状と課題

・埋蔵文化財センターあり方検討会による答申の内容とその取扱に

ついて

（松田委員長）

何かご質問・ご意見等はございませんか。

（高橋委員）

芸術会館は立地的には素晴らしいと思いますが、アスベストがあると

聞いたことがあります。除去は可能なのでしょうか。

（野尻文化課長）

除去は可能と聞いています。

（岩崎委員）

芸術会館の内部をどのように再利用するのか、今の段階で案があれば

教えてください。

（野尻文化課長）

展示棟はそのまま展示施設として利用し、ホール棟はアスベストを除

去し、収蔵棟として利用したいと考えています。さらに、来館者に埋蔵

文化財の修復の過程などを見てもらえるよう、工夫していきたいと考え

ています。

（岩崎委員）
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芸術会館もかなり老朽化が進んでいるようですが、今後、どの程度の

期間、使用することができるのですか。

（野尻文化課長）

芸術会館は築後３０数年経過していますが、耐震構造上問題はなく、

鉄筋コンクリート構造なので相当な期間は大丈夫と聞いています。

（岩崎委員）

せっかく芸術会館に移転をするのならば、しっかりと予算をかけて整

備をしていただきたいと思います。要望を何点か申し上げますと、まず、

どのように芸術会館の施設を活用するのか、見通しをしっかりと立てて

いただきたいと思います。収蔵施設について、単に収蔵するだけでなく、

外部の方が自由に見学できるような工夫をしていただきたいと思いま

す。展示室については、これまで展示していた絵画と埋蔵文化財では観

覧者の目線の高さが違うと思いますので、改修の際には工夫をしていた

だきたいと思います。こういった点を設計の専門家と埋蔵文化財の専門

家がしっかりと協議をして、良い施設にしてほしいと思います。

（野尻文化課長）

今後、専門家の意見も踏まえながら、関係機関と協議を進めたいと思

いますし、移転する以上は、県民の皆さんに移転して良かったと言われ

る施設にしていきたいと考えています。

（林委員）

人材育成という観点から、子どもたちが考古学者を目指すきっかけと

なるような施設づくりを目指していただきたいと思います。

（野尻文化課長）

多感な時期の子どもたちにも良い刺激を与えるような施設になるよ

う、考えてまいりたいと思います。

（松田委員長）

現在の埋蔵文化財センターは、非常に老朽化が進み、早急な移転が必

要ではないかと思いますので、提案のあった方向性で事務を進めていた

だきたいと思います。また、今後、関係機関と協議を進める中、適宜、

検討状況等を報告していただくようお願いします。

（松田委員長）

それでは、先に非公開と決定しました議事を行いますが、その前に、

公開でその他、何かございませんか。
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では、非公開の議事に入る前に、野中教育長から発言の申し出があり

ましたので、野中教育長よろしくお願いします。

（野中教育長）

５月８日に急きょお集まりいただき辞職の同意をいただきましたの

で、私にとりまして今日が最後の教育委員会となりますことから、一言

ご挨拶を申し上げます。

３年７ヶ月前、平成２３年１０月に、それまで縁のなかった教育行政

を担うことになりました。当時は、平成２０年の事件そのものへの対応

がまだ残っており、方向性が定まっていたとはいえ、就任時には求償権

の問題がどうなるかというところに関心が集まっており、就任当初は、

それに力を注ぎました。

しかし、平成２０年の事件を踏まえて、就任時に最も大事だったこと

は改革を絶対に後退させてはならないということでした。当時の県教育

委員会の最大の課題は改革の徹底・継続でした。そして、もう１つ、教

育本来の分野で成果を出すということでした。これまで、教員採用試験

や校長等幹部職員任用試験の改革、教職員評価システム、教職員人材育

成方針、「芯の通った学校組織」の取組によって、教育改革の徹底と継

続に取り組んでまいりました。とりわけ「芯の通った学校組織」の取組

によって、多くの学校で具体的で明確な目標達成に向けた組織的な取組、

そして、校長のリーダーシップのもと、主要な主任が適切にその役割を

果たす学校組織の構築が大きく前進をし、保護者や学校の先生方から大

分県の教育は良くなっているという評価をいただいたところです。学校

教育における学力、体力、不登校などの諸課題にしっかり立ち向かって

いく土台が作られたと思っています。

教育の質の向上の面では、学力と体力の向上について、大きく前進い

たしました。課題であった学力につきましては、学力向上支援教員の配

置や「大分スタンダード」の取組により毎年着実に向上し、小学校では

ついに九州トップクラスの目標を達成することができました。また、体

力についても、体育専科教員や一校一実践の取組により、この数年、飛

躍的に伸びました。こちらも、小学校で九州トップクラスとなったとこ

ろです。

非力な私の在任中において、このような成果をお話しできるのも、松

田委員長を始め歴代の教育委員長のもと、教育委員の皆様方が教育の分

野について、執行機関としての仕事を責任を持って果たしていただいた

からだと思っています。教育委員会会議での意見、質問、そして多くの

提言をいただき、大いに議論をしていただきました。移動教育委員会や

小中学校長との意見交換会、あるいは、県立学校や特別支援学校、埋蔵

文化財センターなどの施設への視察、また、それぞれの教育委員が自主
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的に優れた授業を見に行く等の活動もしていただきました。そして、何

よりも、私を含め教育委員会事務局へのご指導とご鞭撻、励ましをいた

だきました。皆様方の教育委員としての活動、提言等が大分県の教育を

大きく前進させてきたと強く感じています。新しい教育委員会制度にな

っても、引き続き新教育長のもと、執行機関として大分の教育を引っ張

っていっていただきたいと思います。

最後はお願いになってしまいましたけれども、最後の教育委員会での

お礼のあいさつとさせていただきます。

長い間ありがとうございました。

（松田委員長）

ありがとうございました。

それでは、先に非公開と決定しました議事を行いますので、関係課室

長のみ在室とし、その他の課室長及び傍聴人は退出してください。

（関係課以外及び傍聴人退出）

【議 案】

第２号議案 平成２７年度大分県教科用図書選定審議会委員の任命について

（松田委員長）

それでは、第２号議案「平成２７年度大分県教科用図書選定審議会委

員の任命について」提案を求めます。

（説 明）

（松田委員長）

ただ今、提案のありました議案について、審議を行います。質疑・意

見等のある方はお願いします。

（質疑・意見等）

（松田委員長）

ただ今、提案のありました第２号議案の承認について、お諮りいたし

ます。第２号議案について、承認される委員は挙手をお願いします。

（採 決）
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（松田委員長）

第２号議案については、提案どおり承認します。

（松田委員長）

最後にこの際、何かありましたら、お願いします。

ないようですので、これで平成２７年度第４回教育委員会会議を閉会

します。

お疲れ様でした。



平成27年度第4回大分県教育委員会会議次第

日時 平成２７年５月１２日（火）

１３：５０～１５：１５

場所 教育委員室

１ 開 会

２ 署名委員の指名

３ 議 題

（１）議 案

第１号議案 平成２７年第１回臨時県議会議案に対する教育委員会の意見

について

第２号議案 平成２７年度大分県教科用図書選定審議会委員の任命について

（２）報 告

①平成２８年度（平成２７年度実施）教員採用試験実施要項について

②平成２７年度県立高等学校入学者選抜結果について

③平成２７年３月高等学校新規卒業者の就職状況の推移について

④平成２７年度県立特別支援学校高等部・専攻科入学者選考結果について

⑤平成２６年度特別支援学校高等部卒業者の一般就労率について

⑥文化財の汚損とその対応について

（３）協 議

①埋蔵文化財センターの今後のあり方について

（４）その他

４ 閉 会
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運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
六
月
三
十
日
法
律
第
百
六
十
二
号
）

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
か
ら
平
成
二
十
七
年
第
一
回
臨
時
県
議
会
に
提
出
予
定
の
議
案
の
う
ち
、

本
委
員
会
関
係
分
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
ら
れ
た
の
で
、
別
紙
（
案
）
の
と
お
り
回
答
す
る
。

平
成
二
十
七
年
五
月
十
二
日
提
出

大
分
県
教
育
委
員
会
教
育
長

野

中

信

孝

提
案
理
由

知
事
か
ら
照
会
の
あ
っ
た
平
成
二
十
七
年
第
一
回
臨
時
県
議
会
に
提
出
予
定
の
議
案
の
う
ち
、
本
委
員

会
関
係
分
に
つ
い
て
、
別
紙
（
案
）
の
と
お
り
回
答
し
た
い
の
で
提
案
す
る
。
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教委教改第 号

平成２７年５月 日

大分県知事 広 瀬 勝 貞 殿

大分県教育委員会

委員長 松 田 順 子

議案に対する教育委員会の意見について（回答）

平成２７年５月１日付け財第８６号で照会のあった上記のことについて、

下記のとおり回答します。

記

原案のとおり提出することに異議ありません。

案
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第１号議案　平成２６年度大分県一般会計補正予算（第６号）について

（単位：人、千円）

人数 金　　額 人数 金　　額 人数 金　　額

定年 9 210,964 9 200,805 0 △ 10,159

勧奨 2 42,380 1 26,561 △ 1 △ 15,819

自己
都合 2 29,014 0 0 △ 2 △ 29,014

計 13 282,358 10 227,366 △ 3 △ 54,992

定年 119 2,877,171 104 2,461,655 △ 15 △ 415,516

勧奨 52 1,203,786 60 1,417,118 8 213,332

自己
都合 10 134,990 21 224,733 11 89,743

計 181 4,215,947 185 4,103,506 4 △ 112,441

定年 53 1,262,108 47 1,105,378 △ 6 △ 156,730

勧奨 20 461,685 28 617,764 8 156,079

自己
都合 11 105,446 10 57,092 △ 1 △ 48,354

計 84 1,829,239 85 1,780,234 1 △ 49,005

定年 48 1,149,507 46 1,096,574 △ 2 △ 52,933

勧奨 14 317,754 20 426,684 6 108,930

自己
都合 6 60,348 5 14,188 △ 1 △ 46,160

計 68 1,527,609 71 1,537,446 3 9,837

定年 5 116,663 5 117,064 0 401

勧奨 3 63,864 2 26,847 △ 1 △ 37,017

自己
都合 0 0 0 0 0 0

計 8 180,527 7 143,911 △ 1 △ 36,616

定年 8 195,236 6 146,087 △ 2 △ 49,149

勧奨 11 249,940 11 260,237 0 10,297

自己
都合 5 44,115 2 12,687 △ 3 △ 31,428

計 24 489,291 19 419,011 △ 5 △ 70,280

定年 242 5,811,649 217 5,127,563 △ 25 △ 684,086

勧奨 102 2,339,409 122 2,775,211 20 435,802

自己
都合 34 373,913 38 308,700 4 △ 65,213

計 378 8,524,971 377 8,211,474 △ 1 △ 313,497

平成２６年度教育委員会関係退職手当の状況

費 目 区分
既決予算額（Ａ） 所要額（B） 補正額（B）－（Ａ）

合 計

事 務 局 費

小 学 校 費

中 学 校 費

高等学校総務費

盲 ろ う 学 校 費

支 援 学 校 費

［第１号議案］
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高
校
教
育
課

１
　
就
職
内
定
率
推
移
（
月
別
）

（
単
位
：
％
）

5
0
.4

7
9
.6

8
6
.7

9
1
.5

9
5
.0

9
7
.3

9
9
.1

4
5
.0

7
4
.6

8
2
.6

8
9
.0

9
2
.3

9
6
.3

9
9
.0

5
.4

5
.0

4
.1

2
.5

2
.7

1
.0

0
.1

２
　
就
職
未
内
定
者
推
移
（
月
別
）

（
単
位
：
人
）

1
,3
4
9

5
4
4

3
5
4

2
2
5

1
3
1

6
9

2
4

1
,4
5
7

6
6
0

4
5
1

2
8
3

1
9
9

9
6

2
5

▲
 1
0
8

▲
 1
1
6

▲
 9
7

▲
 5
8

▲
 6
8

▲
 2
7

▲
 1

（
大
分
労
働
局
デ
ー
タ
に
よ
る
）

【教
育
委
員
会
の
対
応
】

　
①
経
済
５
団
体
へ
の
求
人
枠
確
保
の
要
請
（
教
育
長
、
商
工
労
働
部
長
、
大
分
労
働
局
職
業
安
定
部
長
）
：
６
月
，
１
１
月
実
施
 

　
②
高
校
生
向
け
企
業
説
明
会
（
元
気
お
お
い
た
就
職
博
）
：
７
月
実
施

　
③
高
校
生
の
た
め
の
就
職
面
接
会
（
１
１
月
実
施
）

　
④
県
教
育
委
員
会
の
学
校
訪
問
（
現
状
把
握
、
今
後
の
取
組
等
の
指
導
）
：
1
1
月
，
１
月
に
実
施

平
成
２
７
年
３
月
高
等
学
校
新
規
卒
業
者
の
就
職
状
況
の
推
移
に
つ
い
て

平
成
２
７
年
３
月
卒
  
(A
)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月

　
　
　
年
卒

対
前
年
比
較
  
(A
)－
(B
)

平
成
２
６
年
３
月
卒
  
(B
)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月

　
　
　
年
卒

対
前
年
比
較
  
(A
)－
(B
)

平
成
２
６
年
３
月
卒
  
(B
)

平
成
２
７
年
３
月
卒
  
(A
)　

９
月
末

３
月
末

９
月
末

１
０
月
末

１
１
月
末

１
２
月
末

１
月
末

２
月
末

３
月
末

１
０
月
末

１
１
月
末

１
２
月
末

１
月
末

２
月
末
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平成２７年度 県立特別支援学校高等部・専攻科入学者選考の結果について

平成２７年５月１２日

特 別 支 援 教 育 課

１ 入学者選考の結果（概要）

県立特別支援学校１６校において、高等部・専攻科の入学者選考を実施した。

概要は下表のとおりである。

選考期別 前期選考 後期選考
合格者数計

（名）
学科 合格者数（名） 合格者数（名）

本 科 ２０９ ２ ２１１

専攻科 ５ ３ ８

計 ２１４ ５ ２１９

２ 学校別・学科別合格者数

学校別・学科別の合格者数は、資料１「平成２７年度 県立特別支援学校高等部・専

攻科入学者選考の結果」のとおり。

３ 特別支援学校高等部（本科）への入学者数推移

過去１０年間の入学者数の推移は、資料２「特別支援学校高等部（本科）への入学者

数推移」のとおり。

平成２７年度の高等部（本科）への入学者数は、過去最多である。

４ 知的障がい特別支援学校高等部への入学者数推移

過去１０年間の知的障がい特別支援学校高等部への入学者数の推移は、資料３「知的

障がい特別支援学校高等部への入学者数推移」のとおり。

平成２７年度の入学者数は、過去最多である。
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資料１

重複障がい － － －

単一障がい 1 － 1

2 1 3

3 2 5

6 3 9

重複障がい － － －

単一障がい 2 － 2

2 － 2

専 攻 科 － － －

4 － 4

9 － 9

1 － 1

13 － 13

23 － 23

2 － 2

－ － －

2 － 2

－ － －

1 － 1

1 － 1

3 － 3

14 － 14

3 － 3

12 － 12

2 － 2

16 － 16

3 － 3

11 － 11

1 － 1

7 － 7

9 － 9

21 1 22

2 － 2

34 1 35

1 － 1

9 － 9

2 － 2

6 － 6

－ － －

6 － 6

4 － 4

12 － 12

178 2 180

214 5 219

合格者数
合　　計

前期選考
合格者数

日田支援学校 普 通 科
生活教養科（重複障がい）

職業生活科（単一障がい）

普 通 科

職業生活科（単一障がい）

普 通 科
職業生活科（単一障がい）

平成２７年度　県立特別支援学校高等部・専攻科入学者選考の結果

職業生活科（単一障がい）

新生支援学校

生活教養科（重複障がい）

生活教養科（重複障がい）

職業生活科（単一障がい）

後期選考
合格者数

南石垣支援学校

視
覚
障
が
い

小　　　　　計

生活教養科（重複障がい）

生活教養科（重複障がい）

職業生活科（単一障がい）

普 通 科
生活教養科（重複障がい）

大分支援学校

普 通 科

普 通 科

普 通 科

職業生活科（単一障がい）

本　　科

本　　科

専 攻 科

職業生活科（単一障がい）
普 通 科

産業技術科

普通科

保健理療科

理　療　科

普通科

由布支援学校

日出支援学校 普 通 科
職業生活科（単一障がい）

肢体
不自由

別府支援学校

重複障がい

単一障がい

生活教養科（重複障がい）

病弱

別府支援学校鶴見校

別府支援学校石垣原校 普 通 科

生活教養科（重複障がい）

普 通 科
生活教養科（重複障がい）

学    科　・　学　　級

盲学校

単一障がい（病弱）

小　　　　　計

重複障がい

障がい
種別

産業技術科 

単一障がい（肢体不自由）

聴
覚
障
が
い

肢体
不自由

病弱
小　　　　　計

小　　　　　計

職業生活科（単一障がい）

普 通 科

小　　　　　計

普 通 科

重複障がい

単一障がい

生活教養科（重複障がい）

〈注〉「－」は、志願者がいなかったことを示す。

職業生活科（単一障がい）

知
的
障
が
い

普 通 科

臼杵支援学校

佐伯支援学校

竹田支援学校

小　　　　　計

      合　　　　　計

生活教養科（重複障がい）

11

学校名

1

2

3

4

5

中津支援学校

宇佐支援学校

聾学校

12

13

14

15

16

6

7

8

9

10
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文化財の汚損とその対応について

平成27年5月12日

教育庁文化課

１ 文化財名 国指定史跡「宇佐神宮境内」（昭和61年2月25日指定）

２ 概 要

国指定史跡である宇佐神宮境内の中にある亀山神社の賽銭箱と賽銭箱の奥にあ

る社殿の扉に汚損が見つかった。

※亀山神社：天和２(1682)年に建立、昭和15年に改築され現在地に移転

文化財としては国指定史跡「宇佐神宮境内」の構成要素の一つ

３ 発生とその後の対応

・平成２７年２月以降、全国の寺社等に油のような液体が撒布さ

れ、重要文化財の建造物や仏像の汚損が相次ぐ

４月 ８日(水)・文化庁より所有者への注意喚起、所有者・市町村・都道府県・

文化庁の連絡体制構築等について指示の通知

→県教育委員会より市町村教育委員会へ上記内容を通知

４月２６日(日)・本殿特別公開の見学者が、亀山神社に立ち寄り汚損に気づく

・宇佐警察署・宇佐市教育委員会・県教育委員会・文化庁へ連絡

→警察より報道発表 汚損の始期は不明

→汚損物質の解析には数日かかる（宇佐警察署）※現在解析中

４月２７日(月)・県教育委員会より市町村教育委員会へ防犯体制の徹底について

再度通知

４月３０日(木)・文化庁より、警察との連携等について指示の通知

→県教育委員会より市町村教育委員会へ上記文書を通知
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埋蔵文化財センターの今後のあり方について

平成２７年５月１２日

教 育 庁 文 化 課

１ 大分県教育庁埋蔵文化財センター（以下「埋蔵文化財センター」）あり方検討会

〈設置目的〉埋蔵文化財センターが埋蔵文化財の保存及び活用についての機能を果たすため、

今後どのようにあるべきか等を検討するため。

〈構成員〉後藤 宗俊 別府大学 名誉教授（学識経験者、考古学、会長）、吉永 浩二 元芸術

緑丘高校校長（教育関係者、歴史）、植木 清則 元中島小学校校長（教育関係者）、

一般利用者３名（考古学講座会員）、以上６名

〈検討会〉H26.12.1～H27.1.30の間に３回開催（H27.1.30答申）

２ 埋蔵文化財センターの現状と課題

（１）敷地関係

①川と崖に挟まれた限られた敷地 ⇒ 増築や駐車スペースの拡張が困難

②駐車スペース６０台 ⇒ 大規模イベントが実施困難

③敷地裏が急傾斜地 ⇒ 土砂崩れや倒木の危険

④公共交通機関の利用が不便 ⇒ 車を持たないと利用しにくい

⑤周辺道路が狭小 ⇒ 大型バスが進入出来ない
※ 学校単位での団体利用困難

（２）施設・設備関係

① 管理棟 鉄筋コンクリート２階建 築50年

② 研修棟 鉄筋コンクリート平屋建 築31年

③ 整理棟 鉄骨プレハブ平屋建 築18年

④ 収蔵棟 鉄骨スレート平屋建 築50年

○ 施設・設備の主な課題
〈展示関係（研修棟）〉
・老朽化による顕著な劣化、湿気等による展示資料への悪影響
・外光の遮蔽が完全ではないため、展示資料が劣化
・展示ケースが少なく、オープン展示が多数
・展示面積が狭小であり、効果的な展示不可

〈整理作業関係（整理棟）〉
・整理作業優先の施設の構造により、来館者が整理作業の様子を見学出来ない

〈収蔵関係（収蔵棟）〉
・老朽化による顕著な劣化、湿気等による遺物への悪影響
・定温収蔵庫の整備が急務

〈教育普及関係（学校連携）〉
・研修室が１室（60～80名）のみであり、受け入れ人数が限られる
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３ 答 申（抜粋）

（１）施設・設備関係

検討３案 メリット デメリット

①現在地での大規模全面改築 ・膨大な工事費用と工事期間

中の代替施設が必要

・オープンまでの期間が長期化

・県民の利便性に問題

②新たな場所での改築 ・県民の利便性向上 ・膨大な土地取得費用、工事費

用が必要

・オープンまでの期間が長期化

③遊休施設等への移転・改修 ・県民の利便性向上 ・市町村立学校への移転につい

・①、②案より低廉 ては、用地取得経費が必要と

なり、また、オープンまでの

期間が長期化

○「③案の遊休施設等既存施設の活用ないし転用が最も現実性が高い」というこ

とが、各委員の一致した意見

○候補地として、大分市中心部の廃校予定の小学校や、すでに廃校となった県立

学校、平成26年度末に廃止となった県立芸術会館を提案

○県立芸術会館は、博物館施設として必要な展示施設や定温収蔵庫などがそのま

ま活用できるなど、埋蔵文化財センターに欠かせない施設・設備の多くが既に

整備されていると評価

○知名度の高い県立芸術会館の既存の機能を引き継ぐことができれば、来館者数

の飛躍的増加の期待

（２）教育普及事業関係

①学校教育と社会教育との更なる連携が必要

②多様な県民のニーズに対応した講座を開催する必要

③児童・生徒を対象とした分かりやすい展示、調査現場に併設してミニ展示

を行うなど調査結果を地域住民に積極的に公開、歴史博物館等と連携した

展示など、県民の期待に応えることが必要

④大分県の考古学情報の発信拠点として、市町村や他の博物館施設とも連携

し、広く県内外に向け情報発信を行うことが必要

⑤高まる県民のニーズに最大限応えられるように、土日・祝日の開館が必要

４ 答申の取扱について（案）

（１）埋蔵文化財センターを芸術開館跡地に移転させる方向で関係機関と

協議を行いたい。

（２）展示機能の充実を図ること等により、学校教育との連携を一層推進

するなど、県民の期待に応えることが出来るよう検討を進めたい。

［資料＿協議①］
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